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高度成長の終罵をもたらした 1973年秋の石油ショックは，大規模プロジ

ェクト構惣を悲調とした新全国総合開発計画（以下「新全総」という）の見

直しを辿り， 1977年11月には安定成長路線を目指して第三次全国総合開発

計画（以下「三全総」という）の策定をみるに至った。乙の三全総は， 「大

都市への人口と産業の集中を抑制し一方，地方を振興し，過密過疎開題に

対処しながら，全国土の利用の均衡を図りつつ，人間居住の総合的環境の形

成を図るという方式（定住機怨）を選択する」 として，1955年頃から続い

た高度成長の弊害としての人口の過密と過疎 強度の産業集積による公害多

発，同時に進行した自然破壊等々，乙れらの居住環境の悪化への反省の結果

として， ζのような選択を求めた乙とが窺える。

しかしながら，乙の「定住構想」を実現する方策としての「工業再配置と

基盤整備Jの項においては，東京湾，伊勢湾及び瀬戸内海地域を中心とした

太平洋ベルト地帯において基礎資源型工業の過度集中を抑制しつつも，大規

模プロジェクト構怨を引継いで新たなる工業基地の佳設をめざした乙とは，121

基本的には乙れまでの高度成長の矛盾を増幅させる ζとになり兼ねない要因
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を内包している。乙のような三全総の基調は， 「港湾整備の長期構想J131の

中でもその姿を鮮明に画き出されているが，果して，先行投資としての港湾

開発を伴う基礎資源型工業の日本列島周辺部への誘導政策が，地域住民の合

意を得て「人間居住の総合的環境の形成を図る」可能性を見出し得るのだろ

うか。あるいは，過密の弊害が強く指摘されている大都市港湾において，大

都市の市民的あるいは都市的要請としての諸問題を港湾計画に吸収するとと

もに，国民経済的要請を如何に最小限に制限するかが最大の課題となりつ、

ある今日，自然環境の再生を基本姿勢として，市民参加の保障を確立§せる

とともに，それぞれの要請の調整を図る必要がある。

乙の小論では，乙れらの課題への接近を試みながら，港湾管理者が港湾計

画を策定する際，地域の経済的諸要素（人口，交通体系，物流等）あるいは

環境事前評価のように，広域的に，直背の大都市のみならず数都府県の経済

因子に影響される問題については，単t乙，港湾計画としての港湾区域だけの

領域でなくその港湾の立地する湾域を中心としてた沿岸域仰の広域計画策定

の意義について考察するとともに 港湾計画策定の段階における市民参加の

問題について検討を加えようとするものである。

乙れまでの公共事業計画はともすると住民ぬきで策定芯れており，その乙

とが事業実施の際の紛争の種となっている。その線本原因は，上述のように

三全総の基調が新全総の大規模プロジェク 卜構想を払拭できず， 高度成長の

矛盾を増幅しかねない状況にあるため なんらかの方途を講じて計画決定前

に住民参加の途を聞く乙とが，大都市における港湾計画の安定的な雌立につ

ながるものと考えられるからである。

注 (1) 国土庁計画 ・謝盤局編「第三次全国総合開発計画第1巻」 （刷国土3十回協

会， 1978年） P. 24 

(2) 上褐菩PP.90～93参照

(3) 運輸省港湾局「港湾整備の長期総想」 ( 1980年）

(4) 国土庁計画 ・調整局編 「前掲古」 P.56

「海岸線をはさむ陸域と海域を沿岸陸海域（if}岸域）」と定義している。
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2. 地域開発政策の展開

1955年頃から始まる高度成長は，既成の四大工業地帯を中心に工業の集

中集積をめぎした結果，産業某鍛の脆弱さから，過密の幣害を露呈するとと

もに，所得の地域格差の拡大を生み出しつつあった。乙のような現状を打開

するために， 1961年には既成の集積地域に基盤整備投資を集中しでも，資

本の投資効率の低下がみられるので，むしろ既成工業地帯の周辺部に新規の

工業立地を誘導し，農業を含めた地域の産業構造の再編成を図るべきである

との指摘が行われた。

乙のような指摘をまつまでもなく ，既に 1959年iζ発表された池田内閣の

「所得倍増計画」は，資本の強蓄積再編についての新たな展開を図るための

施策の役割を但わされている乙とが窺える。 「所得倍増計画Jの中心施策と

しての太平洋ベルト地帯構f翌は，太平洋沿岸の既成の四大工業地帯の臨海部

に新規の工業地待を建設して，重化学工業のコンビナー ト形成にともなう生

産体制の拡大を図ったものである。例えば，東京湾では京葉地区，伊勢湾で

は名古屋南部地区及び，，日日市， 大阪湾瀬戸内海では堺泉北地区，矯磨地区，

岩園地区及び大竹地区にそれぞれ鉄鋼石油等の重化学工業を中心にしたコン

ビナー卜が鐙設3れた。

大規模コンビナー 卜の分散配置による所得格差の是正をねらったKもかか

わらず，現実には中枢菅f里部門や都市型産業の発展により大都市への人口集

中は増幅され，環境破壊等の過密の弊害が顕在化し始めた。人口の集中に伴

う過密過疎及び地域格差の拡大等の弊害の解消をめざして 1962年K 「全国

総合開発計画J （以下「旧全総」という）が策定され，工業の全国的な分散

政策を推進した。これらの政策を保障するものとして新産業都市建設促進法

（昭和37年，法律 117号）及び工業整備特別地域整備促進法（昭和39年，法

律 146号）等の法律が成立し，重化学工業の新規立地を全国の都市開発拠点

及び工業開発拠点を中心に求め，他産業への波及効果と所得効果の拡大を図

った。拠点開発方式を中心とした地域開発政策に便乗しようとして，全国の

各県はそれぞれの思惑から地区指定の立候補を行なったが，その中から1964
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年以降新産都市（以下「新~FU という） 15ケ所と工業整備特別地域（以下「工

特」という） 6ケ所が指定された（岡 1参！！の。

新産・工特を中心とする地域開発のほとんどは 臨海部開発の優位性lζ着

目して，第 1次から第3次までの港湾整備5ヶ年計画に誘導されて巨額な先

行的港湾開発投資が行われた。その代表的な事例としては，堀込式港湾技術

の開発に伴って，富山新港，新潟新港，秋田北港，石巻港，鹿島港及び旧子

の浦港等が地域開発拠点港として積極的lζ整備3れた。

また，大分，東予，福山，水島，播磨，坂出等の瀬戸内海の静穏な海面を

埋立て，工業用地造成が行われ大規模な重化学工業コンビナ ー卜 が出現した~21

しかしながら，基礎資源型工業の立地を中心とした拠点開発方式は，産業

~旬

図1 日本の工集地帯普と港湾

・特定量哩理理
. .聾理珂（－II)

Ell・回大工’R地帯事
8＠厳重’lll!lll
®OI•!IH・糟割増岨
~o コ~Ill鋼工’R基地

（注）運輸省港湾局作成による。
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基態としての生産関連施設については，かなりの実績を納めたものの生活基

盤としての生活関連施設への整備が立遅れ（表 1参照） ，新産・工特の約10

表 1 新産都市，工特地域における生産関連，

生活関連別施設整備の状況

（単位億円，%）

新産業部市 工業整備特別地域

基本計画 昭和48明支
進捗率 基本資計画 48年度末 進捗率投資額 末累計額 役 寄目 累計額

生産関連胞設
24,189 27 747 115 11 576 12 249 106 
(25,462) (22,357) (88) (12,185) (9, 797) (80) 

生活関連施設
22 357 22 133 99 9,606 6,901 72 
(23,533) 07,358) (74) Cl0.111) (5,451) (54) 

メCl〉、
46 546 49.879 107 21.182 19,150 90 
(48995) (39,715) (81) (22,296) (15,248) (68) 

（注） 1. ( ）内は昭和40年制絡に換算した数値である。

2. 生産関連施設：工業用地，工業用水，輸送施設（道路，鉄道，港湾），通

信施設，国土保全施設等

生活関連施設 住宅及び住宅用地，水道及び下水道，教育及び厚生施設，

職業訓練施設，公園緑地等

3. 三全総総点検作業編その IP. 537より

年経過後の 1973年（昭和48年）において 1965年（昭和40年）価格で生活関

連施設整備の進捗率をみると新産で 74%，工特では 54銘という低さである。

また，新産・工特の拠点都市の財政について「市町村財政については，工業

開発に伴い，財政力の強化，自主財源の増大等大きく改善はみられるが，生

活環境胞設iζ対する財政需要の増大や公害対策等の新しし、財政需要を飽える

ζとになり ，当初の期待程改善されていない側面がある」 131と指摘されてい

る。

乙の指摘にみられるように，環境破壊が拠点開発地域を中心lζ進行し， i也
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域住民にとって外部不経済効果をも獲得する状況になってきた。乙のような

状況下で，反公害の住民運動が拠点開発rm11:.という型でー全国的に展開された：

自然、破壊，環境悪化が顕在化する中で，同は公害基本法の経済との調和条項

を削除し，自然環境の優位性を打出す一方では，高密度社会への対応という

理念に県づき旧全総の改訂を行ない 1969年に新全総を確定した。その基調

は大規模プロジェク卜と通信・交通ネットワークを全聞に張りめぐらすもの

で，匡l土の周辺部K，従来ー工業基地の規模が 2干から3干ヘクター jレあ

ったのに対して， 1万から2万5干ヘクター jレの苫小牧東，むつ小川原，秋

田湾，周防灘及び志布志湾等の大規模工業基地が設定され，海外依存度の高

い原々料の受入れのために大規模港湾の先行的建設を行う体制を企凶した。

一方，大都市港湾においては，近傍港湾との投資の重複を避けるために広

域港湾計画が志向され， 「東京湾港湾計，，mの某本楠想、J 「大阪湾港湾計画の

基本構怨J及び「伊勢湾港湾計画の某本構怨」が出現した。乙のような一連

の施策の推進は，当然に交通・通信不ツ卜ワークの拡充強化を促すとともに，

大都市港湾周辺部の一層の高密度利用と大都市の中枢管理機能の強化を促進

した（表2参照） 。

表 2 三大湾地域及び太平洋ベルト地帯における

工業出荷額対全国比の推移

地域 業種 昭和35年 40年 45年

基礎資源型 60.9 63.6 63.3 

三大湾地域 その他 69.3 67. 7 66.1 

会業種 66.8 66.5 65.3 

基礎資源型 77. 7 79.3 79.5 
太平洋

その 他 77.6 75. 9 73.9 
ベノレ卜地帯

全業種 77. 7 76.8 75.4 

資料通商産業省「工業統計表（昭和49年は慨数）J

（注） 三全総総点検作業編その2P. 707より

48年

62.4 

63.0 

62.8 

78.6 

71. 2 

73.2 

（単位 ：銘）

49年

60.3 

61. 7 

61. 3 

77.8 

70. 2 

72. 5 
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ζ乙lζ掲げられた表2でみるかぎり，基縫資源、型工業の6割強が三大湾地

域IC:立地し，太平洋ベル卜地幣をも含めると 8割弱に達している状況が窺え

る。その後の粗鋼，石油精製及び石油化学について三大湾への立地状況をみ

ると，粗鋼では実に 95.3バーセン 卜，石油精製で 88.2パ セント及び石油

化学lζ至っては 100バ一セントが乙の地域に集中している乙と（表 3参照）

から考え合わせるとわが国の大都市を有する三大湾地域lζ 「生産現場の機能

と中枢管理機能などの経済の｜二部構造の機能とが二重に集中・集積した乙とJ15・ 

を大都市圏のあらゆる問題の特徴として指摘しているが，乙の事実がまさに

三全総への「人間居住の総合環境の形成」の選択を辿ったものといわれてい

る。

表3 大都市圏への重化学工業コンビナートの集中

( 1979年現在）

(1）東京湾 (2）伊勢湾 (3）瀬戸内 大っ阪ち湾
(1) +(2) 

全 国+(3) 

Ul 生産能力 3,628 700 8, 105 3, 403. 9 12 433 13,053 
（万埠）

鋼 27.8 5.4 62.1 26.1 95.3 100.0 
全国比

石
設備能力

225 76 223 76.21 524 594 
（万パゴ）

油 37.9 12.8 37.5 12.8 88.2 100.0 全国比

化石
表備能力

234 66 232 33 532 532 
（エチレン）

学油 全国比万〆’ 44.0 12.4 43.6 6.2 100.0 100.0 

資料：中村剛治良fl「瀬戸内地域と臨海コンビナー卜J科学者会議I第9回瀬戸内シ

ンポジウム報告書』による。

（注） 宮本意ー者「都市経済論」 p215より

定住構怨選択の要因は，まず第ーに， 1973年秋の石油ショックiとみられる

ように，原油価格の高騰がわが国の産業体制の変更を求めた ζと，第二lζ，
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前述したように生産現場の機能と中枢管理機能が二重に大都市圏に集中集積

した結果，地域の環境問題が外部不経済幼果という型で露呈した乙と，第三

lζ国際的にみて食糧の自給要請が強くなってきた乙とである。

乙乙lζ集約したような現実的な要請を受けて，三全総は居住環境の総合的

形成という ζとを基本としながらも，個々の政策について検討してみると次

のような新全総の継承が明確になってくる。すなわち，大規模プロジェクト

は，相変らず苫小牧東及びむつ小川原に鐘設し，更に秋田湾及び志布志湾等

は環境影響評価を含め調査検討するとある。交通・通信体系についても，既

定の国土開発幹線自動車道のほかに，日本海沿岸縦貫を始め 5Jレートについ

て約 1万キロメ ート Jレを整備し鉄道については高速鉄道網を唱い，港湾に

ついては広域港湾体系の整備を促進し，また，通信体系についてもネッ トワ

ーク形成をめざしている。一方，工業出荷額についてみると，都市型工業に

おける金属加工型工業の比率を40パーセントへと高めているものの，基縫資

源型工業は一貫して30パーセント前後を示し地方資源型工業については20バ

一セン ト前後へとシェアー低下がみられるが，農山漁村においては，主産業

である第一次産業に根ざした地域社会との調和を図り，農水産加工業，木材

加工業等の地方資源型工業などを中心に立地をすすめる（6）という相矛盾した

内容を含んでいる（表4参照） 。

表4 工業出荷額

項 日 昭和40年 50 年 60 年 65 年

工業出荷額（昭和50年価格，兆円） 49.3 127.5 250 320 

f己" 数 （昭和50年＝ 100) (39) (100) (195) (252) 

（構成比必）都 市 型 40.2 47.1 52 53 

金属加工型 26.2 35.0 39 39 

雑 貨 型 14.0 12. I 14 14 

資 源 型 59.8 52. 9 48 47 

基礎資源型 29.2 29.3 28 28 

地方資源型 30.5 23.5 20 19 
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（注） I. 金属加工型は金属製品，機械工業をいう。

2. 雑貨型は印刷・出版，衣服，家具，ゴム製品その他をいう。

3. 2基礎資源型は，石油・石炭製品，化学，鉄鋼，非鉄金属，紙パノレフ。をい

つ。

4. 地方資源型は，窯業・二l二石，食品，木材・木製品，繊維をいう。

5. 三全総より

乙れまでの考察から，三全総の内容が新全総にみられた基礎資源型工業を

中心とした開発理念、の継承である乙とを読みとる乙とができる。地域開発政

策の乙のような理念は，乙れまでの検討で既に破碇している ζとが明らかに

なっている状況から，特IC::大都市港湾を中心lζ輸出主導型工業立地政策を転

換し真の意味での地域の振興を考えて，都市型工業を中心とした地域波及

効果の大きい無公害型工業の配置をめざして政策転換を図らなければならな

L、。
注 (1) 経済企画庁編「経済白書」 1961年版 PP. 429～ 469 

(2) 件ガ日本港湾協会「日本港湾史」（ 1978年） P. 193 

(3) 国土庁計画・調整局編「前燭古第2巻」 P.537 

(4) 宮本窓ー著「地域開発は乙れでよいのかJ （岩波書店， 1973年）PP.45～ 

46参照

(5) 宮本!.H一著「都市経済論j （筑摩書房， 1980年）P. 216 

(6) 国土庁計画・調整局編「前渇書」 PP.89～ 95参照

3. 大都市港湾を中心とする湾沿岸域計画

大都市港湾を中心にした三大湾の広域港湾計画は，輸出主導型の工業立地

政策を推進したため，工業生産力を中心として湾内の面的拡大を図る乙とを

基本K，湾内各港の機能分担lとより重複投資を回避し，湾岸全体の合理的な

輸送幹線施設の配置（交通ネットワーク化）に併せて工業基地を鐙設し，原

原料輸入のため基幹航路の整備やシーパースの建設を主眼とした。しかしな

がら，輸出主導型の重化学工業を基本とする工業配置や交通ネットワークの

形成が，人口の過密化と同時に公害，特lζ大都市港湾lζおいては，水質汚染，
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大気汚染を加速させたため，その対応として自然環境を如何に保全するかが

最大の課題となった。

そのため広域港湾計画そのものの理念が板本的lζ問いなおされており，乙

のような状況への対応として三全総Kおいては「沿岸域の保全と開発Jの中

で，高度成長を通じて沿岸域の利用拡大lζ伴い，急速な環境悪化と新旧の利

用形態聞に札機を生じたため 「海岸線をはさむ陸域と海域を沿岸｜瑳海域（沿

岸域）として一体的にとらえ，多面的な利用が可能になる空間としての特色

を十分に生かしつつ，沿岸域の自然的特性，地域的特性，生態環境に応じて

保全と利用を一体的lζ行う必要があるJIiiと沿岸域の課題を提起した。

さて，沿岸域利用iζ関する現行の空間利用計画を拾ってみると，国土利用

計画法（昭和49年，法律92号） ＇ζ基つく国土利用計画（第4条），土地利間
基本計画（第9条），都市計画法（昭和34年，法律 100号）に基づく都市計

画（第 4条第 l項）及び港湾法（昭和25年法律218号）に基づく港湾計画

（第 3条の 3），開発保全航路計画（第 3条の 2）等があり，特l乙前二者ーに

ついては陸域の空間利用計画であるのに対し，後者の場合のみが港湾区域と

いう限定的な沿岸域の計画である。また，特定な資源、保護的な観点から，陸

域あるいは海域について，自然環境保全法（昭和47年，法律85号），自然、公

園法（昭和32年，法律 161号）及び水産資源保護法（昭和26年，法律 313号）

の中で，それぞれ自然環境保全計画（第23条），公園計画（第12条） ，沿岸

漁場整備開発計画（第3条）及び保護水面管理計画（第17条）が策定されて

いる。

乙のように沿岸域の空間利用計画は港湾計画を除いて全く皆無に等しく，

その港湾計画策定の段階でも地域的に限定された大都市港湾の計画であるK

もかかわらず，大都市及び地先水面にとどまらない理由は前節で指摘したよ

うに大都市港湾を中心に周辺部を含む三大湾の重化学工業生産能力が全国比

90パーセントを超えて集中している事実にある。 そのため海域汚染は極に達

し，海域浄化と自然環境の保全が緊急の課題となり，湾全域の沿岸域につい

て大気質，潮流，水質，生態系， 景観及び水産資源、について可能な限りの環

境事前評価を行うことが，港湾計画策定の必要条件となってきた（ 1973年
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の港湾法及び公有水面埋立法の一部改正）。一方， 1973年から高砂で始まった

入浜権 121運動にみられるように自然海岸破壊（表5参照）に対して，その保

全とコンビナー卜立地前面への自由立入を求めて全国各地で住民運動が展開

されている。

表5 東京湾及び瀬戸内海における人工海岸

海岸線延長（km) 構成 比 （必）

人工海岸 自然海岸 メIコ"- E十 人工海岸

東 Jrt 湾 588. 7 107.4 696.1 

瀬戸内海 2,488.0 2, 926. 7 5 414. 7 

全 国 8 395.0 24. 386.8 32 782.8 

資料建設省「全国海岸域現況調査報告書」 （昭和50年3月）

（注） 1. 人工海岸：農地，飛行場，塩田，その他

自然、海岸：｛沙機，岩

2. 河口部は含まない。

3. 三全総総点検作業編その 2P. 740より

84.6 

45.9 

25.6 

自然、海岸

15.4 

54.1 

74.4 

乙れまでの一連の叙述は，アメリカにおいて 1972年に「連邦沿岸域管理

法Jが制定された環境と酷似している。沿岸域がリソートゾーンであるとと

もに自然生態系の維持に重要な役割を果している乙との認識が高まり，干潟

及び低湿地の保存のための立法化が各州どとに 1960年代当初より始まった。

その頃より海洋開発の進展がみられ，一方臨海部IL立地する発電所，重化学

工業に対する環境保全のための規制が進められたが，乙のような個別の規制

や環境対策では，いずれも不充分であり，土地利用そのものについて総合的，

広域的な計画を行う乙とにより調和のとれた開発や効果的な環境保全が可能

であるという理念のもとに「沿岸域管理法」が制定された。（31

わが国では， 1980年に海洋開発審議会から「長期的展望にたつ海洋開発の

基本的構怨及び推進方策について」の二次に渡る答申が出され，沿岸域の閲
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発及び保全について陸域及び海域を一体とした計画の早期実現と管理体制の

あり方への方向を明確にした。乙れは三全総の方向づけの具体化の第一歩と

みる乙とができる。 ζのような方向づけは 従来大都市港湾に集約されてい

た国民経済的な諸要請に基づく外部不経済効果の排除に貢献するものと考え

られる。湾内の一点集中的な環境破壊は，手IJi閏極大化原理に某づく個別企業

の公害防止対策への不徹底さによるもので，その面的拡大を可能にする広域

港湾計画では，環境保全と開発との調和は不可能であるとみられており，後

で述べるような市民参加と環境事前評価を伴った最小限湾単位の沿岸域計画

の必要性を強調するものである。

湾単位の沿岸域計画策定のためには，自治体ベースの協議会あるいは一歩

進めて湾を単位とする一部事務組合方式が考えられるが，いずれの場合も間

接自治の方向であり，各自治体の利害錯綜で調整の困難さをもたらしかねな

い。しかしながら，従来の広域行政の理念としての資本の効率的運用をめざ

した行政の反省がみられる今日 市民あるいは地域住民と一体となった自治

体主導型の沿岸域計画策定をめざす必要がある。乙の計画の中には，既に述

べた環境評価の5項目の他に陸域の居住環境確立の上で都市需要，市民需要

が考えられる沿岸域利用項目，海浜リゾート用地，都市型工業用地，交通通

信及び物流用地，一般廃棄物用地，臨海性エネルギー備蓄及び供給用地，臨

海工業用地及び空港用地の7項目について調整を必要とする。｛反にアメリカ

の「沿岸域管理法」のような法律の成立があったとしても，その理念として

の沿岸域計画策定手II慣にある環境事前評価の完全実施と市民参加の保障は貫

らぬかなければならなし、。 141

注 (1) 国土庁計画・調整局編「前掲苦」 P.56

(2) 本間義人著「入浜権の思想と行動」 （御茶水害房， 1977年） P. 80 入浜

権宣言の中le入浜権について次のように定義している。 「古来，海は万民の

ものであり，浜辺IC出て散策し，景観を楽しみ，魚を釣り，泳ぎ，あるいは

汐を汲み，流木を集め，貝を堀り，のりを織むなど生活の組を得る乙とは地

域住民の保有する法以前の権利であった。」

(3) 石井端丸，今野修平編著「沿岸域開発計画」 （技報堂出版（捕， 1979年）

PP. 257～258 
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I上渇菩」PP.259～ 261 1ζ 「沿岸海域管理法の級嬰」についての叙述が

あるが，その中に「連邦法による沿岸域管理フロー」を次図IL示すが，環境

アセスメントと市民参加の保障を特le留意されたい。

地域開発政策と大都市港湾の計画上の課題

(4) 

連邦法による沿岸域管理フロー

連邦政府

(NOAA) 

ガイドライン
沿岸域，i!・[ilii策定補助令

図2

沿
岸
域
計
画
の
策
定

4
ー
管
理
の
実
地

l
f

その他のMiD!1金，貸付金

・沿岸域エネルギー彬特
7。ログラム
・州際協調補助金

・ill岸域特別自然環境保
全およびil•J浜ア 7 セス
沿岸域匂埋めJ)ij任研究

(NOAA) 

沿岸域管理計画の審1f.
環境アセスjント

関係述邦政府機関

(NOAA) 

i占体域w・J"］［中ii川令のノム
’弘

連邦政J(.f協調条耳l

(llfl5t計画など）

述）＇j）政府協調条方｛

（訂E認可など） , .. l沿岸域開発行為
j:'(ff Inoue, S., Toward a Framework for Coastal Zone 

Management, University of Washington Master 

Thesis, 1977，石井ff1'1)L.今野修平制.i¥＇「沿岸I或開発
,11"1回」p.260

大都市と港湾の一体的計画への市民参加4. 

乙れまでに三大湾を中心とした地域開発の特性並びに湾を単位とした沿岸

乙の節では，域計画の必要性が辿まられている状況について考察を加えたが，

その中心に据えられている大都市港湾の計画段階における大都市と港湾との

一体的整備の方策とその計画への市民参加の課題について検討したい。

全国総合開発計画の基調は基礎資源型工業の立地志既lζ第二節において，
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向により資源の最適配分をめざす効率基準原理K基づき，日本列島の周辺部

への空間利用の拡大と交通通信ネッ 卜ワークによる空間距離の克服を図り，

資本の再編成と一層の集中集積を推進した結果，居住環境の悪化に拍車がか

かった乙とを指摘した。その結果 環境保全への全国的な世論形成が行われ

環境悪化への一定の歯止となる一連の公害立法の成立をみたが，必ずしも充

分なものとなっていない。例えば，周辺部の苫小牧東，むつ小川原の開発に

至っては環境事前評価も行われず既定路線が推進されており，乙の開発IC対

する住民合意が形成されないま、開発行為への札機の拡大が予怨される。大

規模プロジェクトをはじめあらゆる地域開発は 巨大な先行的開発投資を伴

う港湾住設の政策誘導が例外なく行われる。乙の港湾計画の策定手順は1973

年の港湾法改正により重要性が認識され 従来iともまして国の基本方針及び

計画基準（！）の枠内の計画決定がl明般になっている（図3参照） 。

図3 重要港湾の港湾計画の策定手続

~1'3条町3第2!([

(i:t) I 「法」はCjij'川法」のことである

2. 1980年版，針。'i'l:!院によるl刈を一部修止して作成。
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特lζ基本方針の「3港湾における環境保全を図るとともにその周辺におけ

る環境の悪化の防止に資する」の項で「港湾の開発利用にあたっては，その

環境に与える影響を計画策定に際して事前に評価するとともに，その実施に

あたっても広域的かっ長期的観点に立って環境の保全のための措置を講ずる」

ものとされているが，乙れは図3でみたような港湾計画策定手順に従う限り

あくまでも港湾管理者ないし国の環境事前評価であり，第3節で示した「沿

岸域管理法Jのフロー（図 2）でみるような計画への市民参加があった tで

の環境事前評価とは別のものであると考えざるをえない。

乙れまでの港湾計画の策定iζ際して住民ないし市民参加の形式が整えられ

る上で，地方港湾審議会制度が導入§れているが，利益代表的色彩が強く＇. 21

港湾への隣接地区を中心にして居住環境lζ大きな影響を受ける市民参加のi嘉

が提供されていない事実に驚かされる。港湾計画は基本方針に唱われている

ように「港湾が交通等の諸活動の重要な拠点である ζとにかんがみ，国土及

び地域に関する諸計画との斉合を図るとともに交通体系上の位置づけJK代

表されるように国土，地域開発並びに交通運輸上の諸点に力点が筒かれ，都

市機能的あるいは市民生活上の海浜 自然海岸への立入の欲求等の視点がな

おざりにされたのではあるまいか。

そのため大都市港湾においても残された唯一の空間となる埋立地を， 「経

済機能とそれに対応する施設の合理的配置という単純化された視点」 13'Iζた

っての，保管，貯蔵施設としての倉庫群，流通機能としての岸壁直背の上屋

を一体としてのターミナノレ施設あるいは流通センターを含む複合ターミナル

及び臨海工業地帯としての工業湾機能等どれをとりあげても経済機能のみの

対応であった。乙のような現象がなお一層入浜不可能な港湾の形成をうなが

し，都市機能からみて市民あるいは地域住民の生活・生産から遠い存在とな

っていった。それに加えて港湾諸施設の大規模化は，市民の視界から港湾を

遮蔽する役割を生み出した。

乙れまでに港湾計画策定段階からII闘を追って港湾の置かれている状況をみ

てきたのであるが，どれーっとして市民ないし地域住民への合意を得られる

状況にはなく，なんらかの方途を講じて市民生活上の妥請を考慮するととも
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lζ，都市機能的視点から「都市環境特に海iζ面した臨海部の地域特性の総合

的レベノレアップをいかに実現するか」 トIiを基本理念、として港湾計画の転換を

図る乙とが，今日的な課題となっている。

われわれが，乙乙で特に強調しなければならない問題は，従来ともすると

大都市港湾に課せられた主要な要請は国策として基礎資源型工業の立地に対

応する体制を誘導する乙とから出発して，その国策追随的な大都市港湾の施

策が大きな矛盾を露呈したため，今日では経済機能を中心にした国民経済的

要請を知何lζ最少限度にとどめるかが最大の課題となりつつある。国策の誘

導は，基礎資源型工業の立地にとどまらず，最近では 1967年から開始され

た国際コンテナ輸送に代表されるように，大規模コンテナ基地の設置により，

大都市港湾の背後のコンテナ交錯輸送を生みだしており，道路混雑，大気汚

染等外部不経済効果の要因を形成しているJ51

第2は，都市との一体性の健保をめざすもので，従来の経済機能優先を排

し，人間生活と自然環境の質的改善及び保全を中軸に据えて，物流・交通体

系の改善，都市再開発のほかレクリエー・ノョン，公園，緑地及び住宅等の複

合的な利用目的の調整を図り 都市改造の戦略的空間として機能させる必要

がある。（G) 乙のような視点に立った大都市港湾の開発は東京港の「木場移転

事業」をはじめとする港湾計画，神戸港のボー 卜アイラン ドへの都市軸の移

転あるいは，大阪港の南港開発等いくつもの事例が数えられている。

第3＇ζは，第二課題の体制を保障するものとしての重要課題は，港湾計画
への市民参加である。前述したように港湾計画への市民参加は形式的か，あ

るいは皆無と判断せざるを得ない。しかしながら，国民経済的要請に基づい

て，港湾を経済機能中心に開発するか，人間生活と自然環境の回復改善をめ

ざして都市改造の戦略空間として再生するかは，ひとえに市民参加体制を港

湾計画策定の段階において如何に保障するかにかかっている。

都市環境悪化の中で生活しているととろの市民は，都市的施設の内不足し

ている施設等の市民生活のあらゆる面での状況を知りぬいており，自己の生

活実体を基縫にした生活意識はいかなる都市専門家の見識にも変えがたい。

大都市港湾への国民経済的アプローチlとより 外部不経済効果をこうむるの
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は臨接地区の市民であり，そのような要請へ如何なる反応を示すかは，市民

意識の水準により種々の問題を惹起しかねない。港湾計画もその例にもれず，

特IL居住環境の悪化については，事業主体の行政当局からみれば地域エゴと

いわれる程に地域への阻害要因や誘因を明確に指摘で、きる。

乙乙iζ揚げたような特性を考慮に入れるとするならは＼第3節で述べたア

メリカの「沿岸域管理法」による州政府の計画策定の事例としてワシントン

州の状況をみると，まず基本計画の内容として，沿岸域における経済開発，

公共アクセス， レクリエーション，交通体系，沿岸域利用，自然環境，生体

系保全及び歴史的文化的遺産の7項目をもっている。また，計画策定の段階

での市民参加の方法と時期を乙と乙まかに明示しており，正式の公聴会の他

iζ各分野の住民の考え方を反映させるために市民諮問委員会の設置を義務づ

けている17）という叙述に直面した時 わが国の港湾計画策定手順の後進性を

指摘さぜるを得ない。

第41ζ，市民参加を保障して都市と一体的な港湾計画が策定される状況が

出現した場合，われわれは，港湾経営主体としての立場を明確にして，港湾

都市機能サービスの高度化lとともなう高負担を担保させねばならない。

その一つは港湾用役生産分野での港湾用役生産管理者としての姿勢であり，

他の一つは不動産所有者（lan:dLord ）として港湾都市機能サービスの向上

にともなう開発利益を吸収するシステムの導入である。前者については既に

2～3の論文（SJを出しているので，乙乙では省略するが，後者iζついては埋

立地等を含む港湾用地を売却しないで保留し，貸付方式によって生産性を吸

収する（9）乙とが提唱されており，借地借家法の問題の解消さえ可能ならば，

今後大都市港湾の経営の安定に貢献するものと考えられる。

乙乙lζ掲げた 4つの課題の解決への方向をめざす乙とが，大都市と港湾の

一体的計画を保障する市民参加の可能性を示唆するものである。

注 (1) 基本方針及び計画基準はそれぞれ「港湾の開発，利用及び保全並びiζ開発

保全航路の開発iζ関する基本方針を定める件」 （昭和49年7月13日運輸省告

示第 278号）及び「港湾計画の基本的な事項lζ関する基準を定める省令」（昭

和49年8月3臼運輸省令第35号）として定められている。

(2) 地方港湾審議会条例の事例として，名古屋港審議会の構成メンバーは，次
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のようlζなっている。なお，六大港はほぼ同様な構成となっている。学識経

験者2名，業界団体代表12名，隣接自治体代表9名，議会代表4名，労組代

表3名，国の行政機関代表7名の計37名

(3) 北見俊郎，奥村武正編著 「都市と臨海部関発」 （成山堂， 1977年） P. 95 

(4) 「上掲書」 P.95 

(5) 鈴木暁稿「「需要調整型」港湾体系への課題 港湾機能の転換と港湾投資」

（港湾経済研究No.12, 1974年）pp. 181～182，及び棚橋貞明稿 「コンテナ

貨物の交錯輸送についての一考察 東京湾を中心としてー」 （港湾経済研究

No.14, 1976年） PP. 151～161等を参照されたい。

(6) 東京都港湾審議会答申「東京港埋立地の開発および埋立事業の経営につい

て都市のための新しい臨海部形成をめぎしてー」は 1973年前後の大都市

港湾の閉塞状況に対する港湾計画転換の示唆を与えた事実を見逃す乙とはで

きない。

(7) 石井靖丸，今野修平編著［前掲書」 PP.265～ 266 

(8) 拙稿 「大都市港湾管理における新理念の導入一営造物管理者から用役生産

管理者へ 」 （港湾経済研究No.17,1979年）' f断言 「大都市港湾管理体制lを

めく、る政策課題」 （港湾経済研究No.IS, 1980年）及び拙稿「必湾用役生産

と港湾経営（管理）」 （港湾労働経済研究年報N口5' 1981年）を参照された

し、。

(9） 注（6)1ζ同じ。

5.むすび

港湾計画の欠落部分について，都市機能的視点あるいは市民参加の保障を

裏付ける視点から当面する課題を提起した。乙れまでの考察から，港湾計画

の再生をめざすためには ζの2つの視点から対応がせまられている。

大都市港湾の場合， 1970年代より環境の保全を基調としての港湾開発へ

の転換がみられる。前節で指摘したように 東京都港湾審議会の答申の理念

が，都市機能と港湾との一体性を確保し，大都市に残された貴重な戦略的空

間として港湾開発を位置づけている。

また名古屋港の場合は，工業用地造成は現状にとどめ，保留工業用地につ

いても，輸送革新の進展lとともなって西部臨海工業地帯の西 4区埋立地538
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ヘクタールのうち 177ヘクタールを物流機能基地に機能転換を図っている。

また， 300ヘクタールの緑地計画を策定し，環境の改善とレクリエーゾョン

施設の確保をめざし，その具体的実施として「親しまれる港づくり懇談会」

を設置し，特にその構成についてはPT A関係，区政協力員，青年団，婦人

団体，労働組合，行政機関及び学識経験者を網羅し親しまれる港湾への施策

の方向性を求めた。そのーっとして，旧東・中埠頭の再開発としてガーデン

埠頭の出現をもたらし，公園と海事思想普及施設を有するポートビルの建設

へと進んでいる。

一方， 学識経験者，市民団体及び労働組合を中心lζ1979年に 「住民に親

しまれる名古屋港を考える会」が結成され，生活環境の面やレクリエーショ

ンの場としての港湾への積極的なアッピーノレを行っており，今後の動向が注

目される。

しかしながら， 今日大都市港湾への国民経済的要請は陰に｜場に姿を現して

おり，港湾計画への市民参加の制度化をめざさなければ，環境保全の実現は

不可能に近くなるだろう。港湾計画の転換点にさしかかって，鉄とコンクリ

ー卜による自然環境の破壊への反省から，大都市港湾の管理者は大なり小な

り親しまれる港づくりの施策を実施しているが より豊かな環境保全を行う

ためには湾単位の沿岸域計画による総合的対策の中から大都市港湾の再生を

生み出す乙とができるだろう。

乙の小論では，地域開発政策の転換期における諸問題の整理を通じて，大

都市港湾の環境保全のためには 理念としての沿岸域計画の必要性を強調し

た。特に，環境保全の保障のためには市民参加の制度化を実現しなければな

らない乙とを論じたが，問題の提起の範囲にとどまって，必ずしも充分なも

のとなっていない。今後も大都市港湾における国民経済的要請と都市的，市

民的要請の札機を自然環境の保全という視点にたって如何に確保するかを論

及したい。


